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一般社団法人 緑の循環認証会議 

2020 年度 第１回 規格管理委員会開催報告(9 月 28 日）  
 

１．2020年度 規格管理委員会の開催経緯 

2020 年６月２５日に開催した定時社員総会において旧専門部会と認証管理委員会を統合

した規格管理委員会の設置が決定されましたが、その第 1 回目の会合が、以下のとおり、開

催されました。 

委員構成は、旧専門部会及び旧認証管理委員会の委員を引き継ぐほか、ステークホルダー

から広く公募して委員を追加し、また、それ以外の当日参加者（Zoom 会議参加者を含む）

についても、分野構成、参加者のご意向も踏まえ、委員となっていただきました。 

 

2. 会議概要 

2.1  緑の循環認証会議 2020 年度（令和 2 年度）第 1 回規格管理委員会次第 

       日時  2020 年 9 月 28 日 14:00-17:00  
         場所  東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル 4 階 
                          日本治山治水協会大会議室 

実施方式 集合会議及びリモート会議（Zoom）併用 
 

議事次第 

1. 開会 

主催者挨拶 梶谷事務局長 

２．講演   北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 落合准教授 

３．規格管理委員会議事 

  座長選出 

  議事 

(1) 2020 年度 SGEC 規格改正案（パブコメ用原稿（照会用原稿））について 

(2) その他 

４．閉会 

 

2.2  配布資料一覧 

(1) 講演資料  

国際森林認証制度とアイヌ民族 北大アイヌ・先住民研究センター 准教授 落合研一 

(2) 事務局提案資料 

2020 年 SGEC 規格改正（パブコメ用原稿（照会用原稿）の事務局（案）（HP で公開） 

(3) 事務局提案説明参考資料 

SGEC 規格改正の背景と改正のポイント（PPT 版）  

(4) 提出意見 2 件 
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2.3 参加者 

①会場出席委員        14 名  
②Zoom 会議参加委員     10 名 
③書面（質問意見）提出者   2 名  

 ④             計 26 名（①＋②＋③）） 
 ⑤事務局出席者     計  8 名    

 ⑥             合計 34 名（①＋②＋③）＋⑤) 

 

会場写真 

 

 新型コロナ対応の委員会風景  

マスク着用、会場参加者は間隔をあけて着席、 

Zoom 会議参加者のために PC、多指向マイク・スピーカー、カメラを配置 

 

 

2.4 会議結果 

（１）開会挨拶・講演・座長選出 

議事次第のとおり、梶谷 SGEC 事務局長の開会挨拶、北海道大学アイヌ・先住民研究セ

ンター 落合准教授）の「国際森林認証制度とアイヌ民族」に関する講演ののち、座長とし

て餅田治之委員（学会：大日本山林会副会長）が選任された。 

（２）議題(1) 2020年度 SGEC規格改正案（パブコメ用原稿（照会用原稿））について 

梶谷 SGEC 事務局長から、規格改正の趣旨、日程、改正の主要ポイントについて説明の

のち、SGEC 規格改正案（パブコメ用原稿）について質疑が行われた。 

座長は、原稿の量も多いこと、委員会の時間制約から、委員会終了後においても意見の提

出を可能とした。また、事務局に対し 10 月上旬のパブコメ開始時期までに委員会及び書面

で提出された修正意見等について検討し、規格改正案（パブコメ用原稿）に反映するよう要

請し、了承された。 
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事務局から、今後の予定として、パブコメ後に再度、委員会を開催し、規格改正案につい

て了承いただいた後に、評議委員会の審議、理事会での決定というプロセスとなる旨説明し

た。 

（３）議題(2) その他 

事務局から、10 月の予定行事：「国際森林認証フォーラム（10 月 16 日（土）、Zoom 会議

併用）、10 月 17 日(土)の「少花粉スギ植樹祭」の紹介と参加招請があった。 

 

参考 SGEC規格管理委員会について 

SGEC 定款 （抄） 

（規格管理委員会）  

第 52 の１条 当法人の認証制度の管理運営に係る認証規格を検証・審議するため規格管 理委員会を設置

する。  

２．規格管理委員会は、会長の諮問を受けて、認証規格について検証・審議し、理事会に 意見を述べる。  

３．規格管理委員は、専門的知識を有する学識経験者他広く関係するステークホルダーか ら会長が任命す

ることとする。  

４．規格管理委員のうち１名を座長とし、１名を座長代理とする。  

５．規格管理委員は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをす ることができる。  

６．規格管理委員会は、会長が招集する。  

７．規格管理委員会が、理事会に意見を述べるとき、次の事項を記載した書面を提出する ことにより行う。  

（１）規格管理委員会の開催日時及び場所  

（２）規格管理委員の出席状況  

（３）意見の内容 

 


